
 公営住宅等の標準建設費の見直し（被災３県） 

公営住宅の補助対象費用の限度額は、標準的な住宅を基本とし、特別な工事については加算することにより算出。 
 標準建設費は、住宅の立地条件・構造・階数に応じ、毎年度の価格変動を反映して国土交通大臣が定める。 
 特別な工事を行うなど通常よりも費用を要する場合は、その工事内容に対して、一定額の加算を措置。 

立地条件・構造・階数等により 
決定される金額 

（主体附帯工事費） 
特例加算 

 標準建設費とは 

１．目 的 
   被災者の居住の安定確保を図るため、平成23年度一次補正予算において措置した災害公営住宅の整備に関連して

実施する各事業について、東日本大震災復興交付金の終期まで支援を行う。 
  

２．内 容 
   平成23年度１次補正予算で措置した以下の事業について、平成27年度までの間における歳出予算に係る国の補

助を受けるものを対象とする。（現行：平成23年度から平成25年度までの間における歳出予算に係る国の補助を受
けるもの） 

  

   ・用地取得造成事業          ・災害対応改修事業 
   ・災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業 ・高齢者生活支援施設等整備事業 

   災害公営住宅等に係る平成２６年度当初予算における対応について 

災害公営住宅整備関連事業の延長 
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【立地条件】仙台市（多雪寒冷地域）【構造】中層耐火構造・片廊下型 【階数】３階建 

1,434 
万円/戸 

 最大 
1703.5 
万円/戸 

主体附帯
工事費 

標準建設費 

② 平成26年4月1日見直し 

躯体工事費等の 
単価上昇分 

特例加算 

太陽光発電 
設備工事等 

269.5万円 

従前 

1,434 
万円/戸 

主体附帯
工事費 特例加算 

太陽光発電 
設備工事等 

躯体工事費 
等の 

単価上昇分 

 最大 
2,188 
万円/戸 

標準建設費 

269.5万円 215万円 

見直し後 

（現在の工事費上昇に対応した 
15%分の嵩上げ） 

269.5万円 

特例加算 

追加の性能 
向上等に対応 

（その他特殊事情による 
工事費上昇等に対応） 

※H25.9１ 
施行 

1,526 
万円/戸 

主体附帯
工事費 特例加算 

太陽光発電 
設備工事等 

躯体工事費 
等の 

単価上昇分 

 最大 
2,329 
万円/戸 

標準建設費 

286.8万円 229万円 

見直し後 

（現在の工事費上昇に対応した 
15%分の嵩上げ） 

286.8万円 

特例加算 

追加の性能 
向上等に対応 

（その他特殊事情による 
工事費上昇等に対応） 

※H26.4.1 
施行 

さらに、平成26年度予算において、被災3県における標準建設費を引き上げ。 
 低層：＋４．８％  中層：＋６．４％  高層：＋６．７％（消費税引き上げ分を含む） 

① 平成25年9月1日見直し 
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